
15 広報すおう大島 平成 24 年 ( 2012 年 )7 月号

お知らせ７月

か
し
こ
い
消
費
者

めざせ！

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
ト
ラ
ブ
ル

相
談
は　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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は
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工
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【
相
談
】

　

突
然
訪
問
し
て
き
た
業
者
に
古

い
屋
根
の
修
理
を
勧
め
ら
れ
、
断

り
切
れ
ず
に
契
約
し
て
し
ま
っ

た
。
10
日
後
に
作
業
員
が
来
て
工

事
に
入
っ
た
が
、
高
額
な
工
事
を

た
っ
た
２
日
、
実
質
10
時
間
程
度

で
簡
単
に
済
ま
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
作
業
内
容
も
妥
当
と
は
思
え

な
い
。
業
者
か
ら
は
２
日
以
内
に

工
事
代
金
全
額
を
支
払
う
よ
う
連

絡
が
あ
っ
た
が
、
納
得
が
い
か
な

い
。
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
。

【
処
理
】

　

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
過

ぎ
て
い
た
が
、
法
律
専
門
家
が
減

額
交
渉
を
仲
介
し
、
２
日
分
の
日

当
・
材
料
代
の
み
の
支
払
い
と

な
っ
た
。

【
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　

リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
も
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
突
然
訪
れ
る
業
者
は
言
葉
巧

み
に
契
約
を
迫
り
ま
す
が
、
慌
て

た
り
せ
ず
、
お
近
く
の
業
者
な

ど
、
信
頼
で
き
る
所
に
も
相
談
・

見
積
も
り
を
依
頼
し
、
本
当
に
必

要
な
工
事
か
、
金
額
は
適
正
か
ど

う
か
、
良
く
検
討
し
て
か
ら
契
約

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
訪
問
販
売
法
に
規
定
さ
れ
る

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
契
約

書
面
を
受
け
取
っ
て
か
ら
８
日
間

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
書
面
の
不

備
や
勧
誘
方
法
の
問
題
点
、
契
約

内
容
に
よ
っ
て
は
減
額
交
渉
や
解

約
が
可
能
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
き
ら
め
ず
に
ま
ず
は
消
費

者
相
談
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
消
費
者
ホ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
☎
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）
３
７
０
か

ら
で
あ
れ
ば
、
土
日
祝
日
で
も
県

セ
ン
タ
ー
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

の
何
れ
か
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
受
付
時
間

は
午
前
10
時
～
午
後
４
時

・
時
間
　
午
後
６
時
～
８
時
30
分
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は
じ
め
て
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

（
講
師
・
大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

北
風
裕
教
）

・
日
程
　
９
月
３
日
㈪
・
４
日
㈫
・
５

日
㈬
・
６
日
㈭
・
７
日
㈮

・
時
間
　
午
後
６
時
～
８
時
30
分

■
対
象
者

　

パ
ソ
コ
ン
使
用
経
験
の
あ
る
方

■
講
習
代
　

　

３
５
０
０
円
（
各
コ
ー
ス
）

※
テ
キ
ス
ト
代
・
教
材
費
が
別
途
必

要
と
な
り
ま
す
。

■
会
場
　

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

情
報

教
育
セ
ン
タ
ー

■
定
員
　
各
コ
ー
ス
20
名

■
申
込
締
め
切
り
　
７
月
27
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

社
会
教
育
課　

大
島
地
区
生
涯
学

習
班　
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　近年、過疎化や高齢化により耕作放棄地が増
加するなど、農地・里山の荒廃が進み、これに
あわせて野生鳥獣による農林業被害が深刻化し
ています。なかでも、イノシシによる被害が最
も大きく、防護対策を講じる必要があります。
　このため、農家等が防護対策を実施する時期
にあわせて、イノシシを中心とした有害鳥獣の
生態を考慮した効果的な防護対策（防護柵設置・
山口型放牧等）の手法に関する研修会を開催し
ます。
◆日時　８月１日㈬
　　　　午後１時 30分から午後３時まで
◆会場　久賀総合センター
◆主催　山口県柳井農林事務所
◆内容
　　・イノシシ等の生態について
　　・効果的な防護対策について
　　・山口型放牧による緩衝帯整備について
◆対象者
　　被害防止対策に取り組む農業関係者等
◆募集人員　
　　40名　※申込期限：７月 27日㈮
◆参加費　無料

　　◆申し込み・問い合わせ
　農林課　

☎０８２０（７９）１００２

鳥獣被害防止対策研修会を開催します

相
談

司
法
書
士
に
よ
る
多
重
債
務

問
題
お
よ
び
相
続
等
無
料
電

話
相
談
会

■
日
時
　
８
月
４
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号
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■
内
容

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

等
の
多
重
債
務
問
題
や
相
続
登
記

な
ど
の
相
続
問
題
で
お
困
り
の

方
々
に
、
手
続
の
説
明
や
近
傍
司

法
書
士
事
務
所
の
紹
介
な
ど
、
問

題
解
決
に
向
け
て
の
ご
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

司
法
書
士　

伊
藤
剛
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